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究機構について検討 Lてきた｡去 る6月 15- 15日 ,名古屋大学 プラズマ

研 究所 で賄かれた物理科学 綜合研究機構 シンポジウムの議論をもとK して ,

綜 合研究機構Fl関す る試案がまとめ られ ,10月 10日の物理学研究連絡委

員会で検討 された｡物理学研究連絡委員会では ,この案を この委員会か らの

-中間額告として ,10月 25-25日の 日本学術会 議綜 合資料の一つに加 え

て出す ことVLLたoまた今後 これをもとVL,物理学に限 らず ,他の研究分野

FLおいても広 く検討 され ,来年 4月総会vL綜合研究機構K関する提案が な さ

れ ることが期待 されてい る.中間報告として提 出された議案はつぎの ような

ものである｡ (小野 周 J

註 )

この問題に関した琴案 としては. この鰍 こ,文部省の諮問樺関である国立大学研究所協議会

共同利用研究所小委員会 (委員長､武藤俊之助民)の出した案 と,学術会議委員会連絡会議共

同利用研究所小委員会の武藤委員会案に対するcommentが あ る｡

綜 合 研 究 機 構 に 関 す る 試 案

§1 将来計画と綜合研究機構

わが国の基礎科学研究は ,主 として大学 を中心として行なわれてきた｡その

時の研究の場は,大学の研究室,それの集合である教室~,学部といった形になっていた｡

少数 の例外を除けば戦前では研究の単位は研究室であ り･しか も講座

と結びついた研究室であって ,それ以上でない のが普通 であったむ戦後

vLなっ て ,研究のや り方は少 しずっ変ってきているOその要因はいろい

ろあるが ,その中で二つの点を取 り上げてみるO-つは ,学問の分化 と

それvL伴なってお こる綜合 という現象である｡

小 さくさま同 じ研究分野 でのいろいろの統派 (ふつ う ,スクー,i/といわLれ

ている )の発生 とその相互 の交 流 という問題か ら,大きくは新 しい分野
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や境界昏域 の開拓な どの問題が考 えられ る｡ これは学問の進化に伴なってお

こる必然的なことであ り ,規模の大小を問わず常vL生 じていることである｡

もう-1つり要因として ,研究規模の拡大ということが挙げ られると思 う｡

これは前野要因と切離 しては考 えられないことではあるが ,現象的には ,巨

大装 置が必要 であるとか ,全国的な研究者の組織が必要であるとかいう形で

現われてきている｡

この二つの面か らだ け考 えても ,従来の大学 の研究華単位の研究方鑑は ,

それだ けでは ,学問の進化ない しは研究者の要求紅満足な解答を与 えるもの

でない といってよいであろう｡研究組織 と･して ,大学 とい うものが ,本来そ

うい う欠陥を持づ ているものか どうか とい うような大それた議論をす るつ も

りはない｡ただ ,現在の大学は実情 とLて .上のような要求に完全wLは適合

し柴い ことは ,異論はないであろう｡

共同利用研究所 という形が考えられ ,その形で戦後の新しい研究が出発 し

ためは ,こういう事情vL基づ くものであったo共同利用所の経験骨 も取入れ

て ,学術会議は董藤科学振興 の進路 とLて 5要綱を要望 L , 5原則を確認 し

た｡現在各方面で進め られている将来計画は ,この線を具体化 したものでな

ければな らないL , またそのように計画 されているはずであるO

§2 綜合研究機構の機能 と基本 原則

l o機 能

1. 綜合研究機構は従来の共同利用研究所を強化拡充 した共同研究所を持

つ O ,この機構は大学な ど各研究機関vL課題研究室および共同研究所の分

室を持つ｡

2. この機構は固有の定員のほかに多 くの蹄動研究員と･Fellowshipを持

つ o

5. この機構は学問の内容の急速な進展に応じうるようvL研究者の養成杏
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行 う.

4. この機構は科学研究費の配分を行 う C 科学研 究費 はプ ロジェク ト研 究

費 ,育成研究費 ,研究連絡費の 5種類が考 えられ るB 〔詳細は別の資料

｢科学研究費について ｣大学における物理学研究の問題点とその緊急な

対策 ,科学研究費の項卑参照〕

5. この機構は国際協力に_考慮を払わなければな らないO

2C基本原則

1. この機構は全国の.研 究者に より自主 的VL運営 きれ るものであるo Lた

がって本機構K関係 して国公私立大学 ,研究機関の間E,こ差別をつ けては

ならない0

2. この機構は大学 の果 し得ない機能を果す もめで ,これを補 うものであ

るが ,大学 と同じvL研究の自由が採降 されそ の総長 ,評 議会はそれぞれ

大学の学 長 ,評 議会 と同じ機能 と権限を持 つ もlJ)でなければならないO

またこの模統rL属す る研究者は大学 の研究者 と同等あるいはそれ以 上

の待遇 と身分の保証がな されなければな らないO

§5 組 ･ 織

綜合研究機構は全国の研 究者か ら選ばれ た者 と共同研究所の代表で構成

されるO合同評議会に よって運営 され第 1図に示す ような組織を持つも の

と考 えられ る｡

179-



資 料

第 1琵 綜合研究機一構組織図

a 総長 :この機構を代表す るもので合同評議会によって選はるO常勤 と

す るo

ら 1) 各分野の綜合研究機構があつ まり,合同評議会を組織 して ,全

体の運営にあたる｡共同研究体制をもJってない分野 も必要私応じ

合同評議会に参加す る.

2) 物理科学綜合研 究機構では評議会は次のように考えられているO

学術会 議の推薦vLよるもの .共同研究所およびⅩの代表か ら構

成 される｡一応50名程度 で構成 されるものとするQ 共同研究長

を決め ,管理運営研究計画の基本方針 ,予算 ,人事の基準を決定

す る｡

数人の評議員か らなる幹事会をおき常勤的で実施の面を担当す

る■
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C 実施委員会

評 議会の下vL実施委員会をおき ,研 究費配分 ,FeHowship辞動研

究員の選考 を行 う｡

d 共同研究所

共同研究所は固有部分 と分室とか■ら成つでいるが ,せ くVL固有部分が

な く分室のあつ まりだけの ものは-嚢 なき研究所 -とよばれ るs 又物 理学

の研究のうちいづれ かの共同研究所E,7_属 さないもの ,叉は共 FFfl研究所の

傘 下私おくのが適当でないもtf:出 すぺて課題研究室とす るO課題研 究室

を まとめ る機関を ]軍'(仮称 圭とす る｡

共同研究所運営委員会をおく ,こかは各研究所 ごとE･Lおき ,全国の研

究者から選ばれた ものと ,色汗究所,n所員で構成 さFT7,研究所VL関 しては

決 定機関になるO (第 2図参照 i

既存の共同利用研究所は ,その分野 の綴合研究繕杭が発足 のさいE･こ ,

それvL包 まれるものと考えるr
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第 2図 共同研究所組線図

e -Ⅹ :共同研究所を持たない分野の分室の設置 ,予算 ,人事などを取扱

うO これを一つの研究所にするか ,委員会にするか とい うことに 鯉 して

は検討を要する｡
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附 蘇

Å 綜 合研究機構 と大学院

綜合研究機構は研究者の秦成を行 うが ,かならず Lも大学院学生をお く

と考 えているわけではない? これ紅ついては二つの考え方があるo

a この短膳は大学が本来果 し得ない機能を果す もので ,学位の授与とい

う大学の伝統的な仕事は機構か ら一応分離する ことが望 ましい ｡

研究者の養成は蹄動研究員 FeHowsh主pの制度gT-よって行 うべきで

ある｡

h 大学EK.準ずるものK L̀ようとすれば ,大学院学生がいることが必要で

あ り ,また学位の授与権 というもめは ,大学の重要 な梅利でこの機構も

当然持っべ きであ る｡

以 上の問題は現在の大学制度 ,大学院制度のもとでつ くるか どうか とい

う問題紅絹連 していろ｡

B 課題研究室 と分室

分室 ,課題研究室は ,大学など各研究機関vL一定の期間 (5- 10年 )

診置するものであるO-つの案 として ,

a 分室の菖任者はその研究機関I,l属す る.

b その他の定員は総合研究機構に属するo

c 建物はその研究機関に罵す る｡

d 装 置は総合研究機構Fl属し , 予算はすべて総合研究機構を通 じて配布

され る. -

e ,g.限終 了後原則として装置その他は撤去するQ

f 分室は共同研究所の分室で課題研究室はいづれの共同研究所にも属 さ

ない分野 のもので ⅩvTL属す るものである｡
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